
緊急通報システム事業のお知らせ 

高萩市高齢福祉課     

 
１ 緊急通報装置 
 
   緊急通報装置とは、ボタンひとつで消防署へ通報ができるものです。家庭用の固定電話に繋

げて使用します。 

 

２ 対象となる方  

①65 歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯 

   ②身体障害者手帳（１～2 級）をお持ちの方 

   ③日中独居で発作を起こすような持病がある高齢者 

   上記のいずれかに該当し、固定電話がＮＴＴの方。 

※NTT のひかり電話、ISDN 回線でも接続可能ですが、停電時ひかり電話対応機器や ISDN ターミナル

アダプタが利用できないときはあんしん S6 も作動しません。 

３ 緊急通報システムイメージ 

 

①緊急通報発信 消防へ 

※消防以外には発信不可 

②救急依頼又は利用者より応答

がなければ、救急隊員が現場に

急行。 

緊急通報装置本体。 

ボタンは「非常」と 

「とめる」の二個だけ 

付属品のペンダ

ント。 

装置より半径 

５０ｍ程度で緊

急通報発信可

能。 



４ 利用料金 

課税世帯 非課税世帯 

設置費用    ３，１９０円（税込） 

機器レンタル料 毎月４１８円（税込） 

利用者負担なし 

 ※申請時に課税照会の委任状も合わせて提出 

 

５ 設置例 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 問い合わせ先 

     高萩市高齢福祉課 生涯現役推進グループ 

ＴＥＬ 0293-22-0080  FAX 0293-22-0700 

 

 


